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分 割 付 託 なし
世界を震憾させた福島の原発事故に対しての原因究明も進まないままに、政府は、

事故は収束したなどと発表し、再稼働への道を進み始めているように見えます。私た
ちが求めているのは、破裂の危険が指摘されている玄海１号炉は直ちに廃炉とし、他
の炉の再稼働も許さないことです。このような中、福岡市民から選ばれた市議会議員
諸氏は市民からの信頼にこたえて、市民の安全を断固守る立場に立っての行動が求め
られています。
私たちは昨年12月19日に、福島みずほ参議、服部良一衆議の立ち会い、参加のもと、

対政府交渉（保安院、安全委員会事務局など８人）を行い、福島の原発事故の原因は
津波だけでなく、地震そのものによる可能性を否定できないこと、加えて原発から30
～50キロメートル圏内では、原子力安全協定が結ばれるべきであり、運転再開につい
ては安全協定が結ばれる地域への説明と理解が必要であるとの確認がなされました。
玄海１号機が脆性劣化により破裂すれば、147万市民を抱える県都福岡市だけでな

く、偏西風に乗り北九州市から瀬戸内、関西まで壊滅するとまで既に指摘されている
のですから、市長と本市議会におかれても、市民の安全を守る立場に立った発言と行
動が求められています。
九州電力は、社長、会長が辞任することで経営刷新の形を示し、原発の再稼働をね

らっていますが、問題は佐賀県の古川知事の発言がやらせに決定的な影響を与えたと
する第三者委員会の核心的部分をあくまで認めず、次期社長の瓜生氏自身が第三者委
員会の認識に対し反論している人物であることです。
私たち市民は２人の辞任は当然過ぎることとして受けとめています。しかし、民間

企業とはいえ九州の地域独占企業であることを許されている反面、高い公共性を持つ
会社としての社会的責任から考えれば、九州電力の対応は今なお、小手先のものと言

要 旨 わなければなりません。147万市民の安全を預かる市長と本市議会は市民を代表して
この九州電力の体質改善に毅然とした姿勢で臨むのは、福岡市民の負託を受けたもの
としての崇高なる使命です。本市議会の主体性を発揮されて、各方面への働きかけを
期待します。
よって、以下の事項を請願します。

１．九州電力に対し、現在進めている安全協定の協議内容を情報提供のレベルにと
どまらず、玄海原子力発電所の発電停止及び再稼働の事前了解の権限を福岡県・
本市・糸島市の３自治体が有する原子力協定として締結することを申し入れるこ
と。

２．国と九州電力に対し、玄海１号機については、その危険性が浜岡原発並みであ
ることから、40年を待たず、直ちに廃炉に向かう措置を求めること。また、立地
自治体である玄海町や、直近自治体の唐津市と廃炉に向かう措置をいかに促進さ
せるかの話し合いを始めること。

３．九州電力に対して、第三者委員会の核心的部分、すなわち佐賀県の古川知事の
発言がやらせに決定的に影響を与えたことを受け入れ、立地自治体とのもたれ合
い関係を解消し、福岡市民との真摯な関係を築くことを申し入れること。

４．情報のスピーディーな公開を国に申し入れ、その情報を安全確保のために活用
していくこと。加えて、市などの公共的施設において市民がだれでも、いつでも
見ることができるように措置をとること。

５．上記の施策等を進めるために、必要な人材を確保し、原子力安全対策課を設置
するなど必要な措置を市長としてとること。

６．九州電力からの情報連絡は直接、本市に対してもなされるべきであると、安全
協定の協議の場で明確に強く主張すること。
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